
病床機能再編支援事業について
 当事業は、地域医療構想の実現のため、療養病床又は一般病床を有する医療機関が、病床数の適正化に必

要な病床数（回復期を除く）の削減を行う場合、地域医療構想調整会議の議論の内容等を踏まえ削減病床に応
じた給付金を支給する事業です。令和３年５月に「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律」の一部が改正され、地域医療介護総合確保基金の対象事業として新たに位置づけられました。

 当事業は以下の給付金に区分されます。

① 単独支援給付金

医療機関が地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能の再編を実施する場合、減少する病床数に応じて支給する給付金

②統合支援給付金
複数の医療機関が地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、統合に参加する医療機関に支給

する給付金

③債務整理支援給付金

②によって廃止とする医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の利子等に係る給付金

 このうち、東葛北部医療圏域では「単独支援給付金」について我孫子東邦病院から事業要望があったため、
事業内容が地域における病床機能の分化及び連携の推進に資するものであるかについて御意見を伺います。

【問合せ先】 医療整備課医療指導班 電話：043-223-3884  Mail：iryou-b@mz.pref.chiba.lg.jp 
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病床機能再編支援金の申請について（東葛北部圏域） 

 

１．医療機関名 

  医療法人社団太公会 我孫子東邦病院 

 

２．病床削減時期 

  令和５年９月３０日 

 

３．病床機能                                                   （単位：床） 

 平成30年度 

病床機能報告 

令和元年度 

病床機能報告 

病床削減前 

稼働病床数 
病床削減数 

病床削減後 

許可病床数 

高度急性期      

急性期 １５３  １４０ ４０ １００ 
回復期      
慢性期      
休棟等      
合計 １５３  １４０ ４０ １００ 
 

４．病床削減理由 

 現状許可病床１４０床に対し、稼動病床９８床、休床４２床の２病棟(１３対１)の看護体制となっている。既存病院の老朽化(一部昭和５４年築)のため、耐震化を

考慮した移転計画が現在進行しており、移転後は２病棟(６０床、４０床)１００床での稼働を予定しているため。 

 

５．交付申請予定額  54,720千円 

（平成 30 年度対象３区分（高度急性期・急性期・慢性期）の病床稼働率 39.1％、削減する医療機能の病床稼働率 57.9％、対象３区分の一日 

平均実働病床数81床） 
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